
以下の翻訳は情報目的のみで提供されます。本翻訳版と英語の最終更新版との間に差異、不一致、矛盾が存
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AWSアカウント譲渡要件 

最終更新：2024年 1月 19日 

(i) 政府機関への、または政府機関からの AWSアカウントの譲渡、(ii) 一般に利用可能な AWSグローバル

インフラストラクチャから論理的かつ物理的に分離されている AWS リージョンに関連するアカウントの譲渡、

または (iii) かかる AWSアカウントが AWS Indiaから本サービスを購入している、または（譲渡の際）購入

する予定である場合を除き、AWSは、以下の条件およびその他の AWSのサービス条件に従い、ある事業

者（「譲渡人」）から別の事業者（「譲受人」）への AWS アカウント（「譲渡アカウント」）の譲渡に同意します。

英 語 版 に お い て 大 文 字 で 始 ま る 用 語 は 、 下 記 、 AWS サ イ ト 上 、 ま た は

https://aws.amazon.com/agreement にある AWS カスタマーアグリーメントもしくは譲受人と AWS との間

で締結される譲受人のサービス利用を規定するその他の書面による契約（「本契約」）において定義される

意味を有します。 

(1) 譲渡人が、譲渡アカウントのルートユーザー認証情報を譲受人の管理する認証情報に変更（「譲渡」）し

た時点で、譲受人は直ちに、支払い、請求、税金および連絡先情報を含む、自身のアカウント情報をもって

譲渡アカウントを更新しなければなりません。ただし、かかる変更が本要件を遵守する目的で許可されてい

る場合に限ります。 

(2) 譲受人は、本契約の条件に従わなければなりません。 

(3) 譲渡時、譲渡アカウントに残高があってはなりません。 

(4) 譲渡人および譲受人は、譲渡時に譲渡アカウントに発生したすべての手数料、料金および税金につい

て責任を負わなければならず、AWS は、譲渡後に譲渡アカウントに発生したすべての手数料、料金および

税金について譲受人に支払いを求めることができます。 

(5) 譲渡アカウントが AWS Enterprise Supportを受けていた場合、譲渡人は、譲渡前に、譲渡人のサポー

トプロフィールからの当該譲渡アカウントの削除を aws-contracts@amazon.com に申請しなければならず、

譲渡アカウントのマネジメントコンソールにおける AWS サポートのレベルは、AWS が AWS Enterprise 

Supportを取り除いたことを反映しなければなりません。 

(6) 譲渡の結果、譲渡アカウントが本サービスの再販に関連する（または関連し続ける）場合、譲受人は、譲

渡の時点でAWSから当該サービスの再販を認可されており、政府機関への販売に必要な認可を含むすべ

ての適用条件を遵守している必要があります。 

(7) 譲渡アカウントが AWS との契約に基づく割引を受けており、かかる契約に基づく割引が譲受人に適用

されない場合、譲渡前に当該譲渡アカウントがかかる契約から取り除かれている必要があります。 

(8) 譲渡アカウントに、C.F.R.第 45編第 160.103条に定義される「保護対象の医療情報」が含まれる場合、

譲受人は、譲渡の時点で直ちに、かかる譲渡アカウントが譲受人と AWS との間の事業提携契約の対象と

なるようにしなければなりません。 

(9) 譲渡アカウントに AWS Artifactを通じて受諾された契約（「Artifact契約」）が含まれている場合、譲渡人

は、譲渡前に譲渡アカウントに適用されるかかる契約すべてを解除していなければならず、譲渡の時点で

直ちに、譲受人は AWS Artifactを通じて適用される契約をすべて受諾しなければなりません。 

https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://aws-preview.aka.amazon.com/legal/aws-account-assignment-requirements/aws-contracts@amazon.com
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(10) AWS が独自の裁量で決定するとおり、譲渡を通じて鞘取りをしたり、AWS に対する価格コミットメント

を回避したり、かかるコミットメントから利益を得たりすることを目的とした譲渡は行われません。 

(11) 譲渡アカウントが AWS GovCloud（米国）アカウントに紐づけられている場合、譲受人は、譲渡に先立

って、AWSによって AWS GovCloud（米国）アカウントを取得する資格があるとみなされており、AWSから

その旨の確認書を受け取り、譲渡人にかかる確認書を提供している必要があります。 

AWS Enterprise Support、割引またはArtifact契約等、譲渡アカウントの機能を削除する場合、譲渡人は、

譲渡アカウントの AWS Organizationにおける他のすべてのアカウントを確認し、譲渡の対象でないアカウ

ントを不注意にも変更しないようにする必要があります。 

 


